
附

則

（
適
用
時
期
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
新
農
協
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

、
同
号
イ
の
規
定
中
「
直
近
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
直
近
五
年
間
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
組
合
（
新

農
協
告
示
第
一
条
第
七
号
ニ
に
規
定
す
る
組
合
を
い
う
。
）
が
、
第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
協
同
組
合
等
が
そ

の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
基
づ
き
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
お
い
て
先
進
的

計
測
手
法
を
用
い
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。

（
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
新
漁
協
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間



、
同
号
イ
の
規
定
中
「
直
近
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
直
近
五
年
間
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
組
合
（
新

漁
協
告
示
第
一
条
第
七
号
ホ
に
規
定
す
る
組
合
を
い
う
。
）
が
、
第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ

の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
基
づ
き
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
お
い
て
先
進
的

計
測
手
法
を
用
い
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
第
二
百
八
十
七

条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定
中
「
直
近
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
直
近

五
年
間
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
農
林
中
央
金
庫
が
、
第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
が
そ

の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
基
づ
き
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
お
い
て
先
進
的

計
測
手
法
を
用
い
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。


